
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
受
領

答

弁

第

三

六

五

号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
六
五
号

平
成
三
十
年
六
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
在
り
方
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
松
平
浩
一
君
提
出
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
の
在
り
方
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
に
お
い
て
は
、
主
務
大
臣
に
代
わ
り
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
が
同
法

第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
（
以
下
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
個
人
情
報

の
取
扱
い
に
関
し
一
元
的
に
監
督
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
十

六
年
四
月
二
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
は
、
法
の
規
定
に
従
う
ほ
か
、
�
の
（�）
の
①
の
個
人
情

報
保
護
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
認
定
個
人
情
報
保
護
団
体
の
個
人
情
報
保
護
指
針
等
に
則
し
、
例
え
ば
、
消
費
者
の
権

利
利
益
を
一
層
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
個
人
情
報
保
護
を
推
進
す
る
上
で
の
考
え
方
や
方
針
（
い
わ
ゆ
る
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

ポ
リ
シ
ー
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
等
）
を
対
外
的
に
明
確
化
す
る
な
ど
、
個
人
情
報
の
保
護
及
び
適
正
か
つ
効

果
的
な
活
用
に
つ
い
て
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
体
制
の
整
備
等
に
積
極
的
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
事
業
の
規
模
及
び
性
質
、
個
人
デ
ー
タ
の
取
扱
状
況
等
に
応
じ
て
、
各

一



事
業
者
に
お
い
て
適
切
な
取
組
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
い
わ
ゆ
る
「
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
」
等
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
具
体
的
な
記
載
内
容
等
を
示
す
べ
き
」

と
は
考
え
て
い
な
い
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
株
式
会
社
マ
ク
ロ
ミ
ル
」
に
よ
る
「
個
人
情
報
に
対
す
る
認
識
や
意
識
の
調
査
」
の
結
果
を
前
提
と
し
た
お

尋
ね
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
事
業
者
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
設
計
上
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
を
取
得
・
利
用
し
な
く
て
も
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
が
可
能
な
場
合
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
「
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
」
等
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
個
人
情
報
取
扱
事
業
者
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
。

二


